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空き家を増やさないための
市の取り組みを紹介します

空き家の増加は全国的な問題になっています。

市では、本市の空き家を増やさないために、

解体した跡地を活用する人や、

空き家に住みたい人を応援しています。

空き家解体による建て替えを支援

空家等解体活用補助金
【問い合わせ】 新館建築住宅課（緯41-3567）

　次のいずれかに該当する個人または法人の事業者

①空き家などの所有者または相続人

②�空き家などの所有者、共有者全員または相続人全

員から補助事業実施の同意が得られている人

※�空き家などを複数人で共有などしている場合は、
全員から補助事業実施の同意が必要です

対象　

　次の全ての要件を満たすこと

①�市内にある空き家などを解体し、同地番を含めた

敷地に、５年以上居住・使用する次のいずれかの

建築物を新築すること　 �▲

一戸建て住宅

▲

店舗

▲

店舗併用住宅

▲

共同住宅

（長屋、アパート）ーなど

②�空き家などの所有者は、市内に本店を有する個人

または法人の事業者との間に補助対象建築物の解

体に係る工事請負契約を締結すること

③市税などの滞納がないこと

要件

認定申請～補助金交付の流れ

補助額・上限額

区分 空き家などの建築年 補助額 上限額

市内全域

昭和56年５月31日以前
建築物の除却費の２分の１の額に10万円を加算
した額以内

50万円

昭和56年６月１日以後 建築物の除却費の２分の１の額以内 40万円

うち居住誘導区域ま
たは生活サービス拠
点区域

昭和56年５月31日以前
建築物の除却費の２分の１の額に10万円を加算
した額以内

100万円

昭和56年６月１日以後 建築物の除却費の２分の１の額以内 100万円

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

市
に
事
業
認
定
申
請
を
提
出

補

解
体
工
事
契
約
・
着
手

補

新
築
工
事
着
手
・
完
成

補

市
に
補
助
金
交
付
申
請
を
提
出

補

市
へ
請
求
書
を
提
出

補

事
業
認
定
を
通
知

市

補
助
金
交
付
決
定
を
通
知

市

新
築
し
た
こ
と
を
市
が
確

認
後
、
補
助
金
を
交
付

市

市 新館建築住宅課が行う手続きなど補助対象者（空き家の所有者など）の手続きなど補

問い合わせください。

＊�市から事業認定を受ける前に解体工事などに着手
した場合、本制度の補助を受けられませんのでご
注意ください

　建築物の解体工事着手～新たな建築物の完成の工

期が長期間になることが想定されるため、工事着手

前に事業内容を審査し認定することとしています。

　申請方法について詳しくは新館建築住宅課までお
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空き家の「売りたい・貸したい」「買いたい・借りたい」をマッチング

空き家バンク制度
【問い合わせ】 本館定住推進課（緯41-3516）

　市は、市内の空き家を有効利用することで本市へ

の定住を推進する「花巻市空き家バンク」制度を実施

しています。

　これは、空き家を「売りたい・貸したい」という空

き家所有者と、定住を目的に空き家を「買いたい・借

りたい」という利用希望者を、市が橋渡しする制度

です。

　市に寄せられた空き家

情報は、市ホームページ

などを通じて全国に広く

発信します。

利用
希望者

物件
所有者

①花巻市役所へ連絡

◦�空き家バンクについて詳しく説

明します

◦�空き家物件の所在地や、持ち主

の連絡先などを伺います

②不動産業者の選定

◦�担当する不動産業者をリストか

ら選んでいただきます

③登録申請書の提出

◦�物件の詳細を記入して、市に提

出いただきます

④物件確認

◦�不動産業者が現地調査を行い、

その結果を市に報告します

◦�登録された物件について、市

外から移住してきた人と ▼売

買 ▼賃貸借 ▼使用賃借―いず

れかの契約に至った場合は、

空き家物件登録者に奨励金10

万円を交付します

※�空き家物件登録者の世帯に市
税滞納がないこと、契約者同
士が３親等以内の親族ではな
いことも条件に含まれます

▼

▼

▼

▼

▼

▼

⑤審査・登録可否の連絡

◦�不動産業者からの報告に基づ

き、市が登録の可否を判断し、

その結果を所有者に連絡します

⑥平面図の作成・表示価格の調整

◦�不動産業者が平面図を作成する

ほか、表示価格を算定し所有者

と調整します

⑦ インターネットでの情報発信を

開始

◦�物件情報を空き家バンクに登録

し、インターネットサイトから

情報発信します

▼

▼

▼

※�「空き家」とは、一般に人の住むことができる専用住宅と、住宅兼店舗・住宅兼事務所
などの兼用住宅に限ります。これ以外の建物や土地のみの物件は含まれません
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⑧ 成約すると、

　奨励金として10万円を交付

岩手県花巻市 移住定住ポータルサイト

　市内に空き家を所有している人で、有効利用して

ほしいと考えている人は、本館定住推進課までご連

絡ください。

空き家バンク制度の仕組み

空き家バンク物件登録の流れ

【問い合わせ】 本館定住推進課（☎41-3516）

空き家を取得する人への

支援制度は次のページに

紹介しています

市


